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よくあるご質問  

１  都市計画について  

 

都 市 計 画 に つ い て 教 え て ほ し い  

都 市 計 画 区 域 内 に お い て 、住 み よ い 街 づ く り の た め 都 市 計 画 法 に よ る 規 制 、誘

導 が 行 わ れ て い ま す 。 藤 枝 市 で 都 市 計 画 決 定 し て い る 内 容 に つ い て は 、「 都 市

計 画 パ ン フ レ ッ ト（ 都 市 計 画 の 内 容 ）」か ら 確 認 す る こ と が で き ま す 。対 象 地 が

ど の よ う な 規 制 、誘 導 さ れ て い る か に つ い て は 、「 藤 枝 市 GIS（ 都 市 計 画 情 報 ）」

や 「 都 市 計 画 図 」 で 確 認 す る こ と が で き ま す 。  

 

都 市 計 画 区 域 外 か ど う か 確 認 し た い  

窓 口 ま た は お 電 話 で お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。大 字 町 丁 目 だ け で は 判 別 で き な い

場 所 は 、 子 字 （ コ ア ザ ） 名 ま で 確 認 す る 必 要 が あ り ま す の で 、 土 地 の 詳 細 が わ

か る 資 料 （ 登 記 簿 謄 本 ・ 位 置 図 ・ 公 図 等 ） を ご 準 備 く だ さ い 。  

 

２  区域区分・用途地域について  

 

用 途 地 域 の 境 界 を 知 り た い  

道 路 端 部 や 道 路 中 心 を 基 準 と す る 場 合 や 大 字 界 や 筆 界 等 を 境 と し て い ま す 。場

所 に よ り 異 な る た め 、 詳 細 に つ い て は 、 窓 口 で ご 確 認 く だ さ い 。 そ の 際 は 、 土

地 の 詳 細 が わ か る 位 置 図 ・ 公 図 （ 登 記 簿 謄 本 含 む ） 等 を ご 持 参 く だ さ い 。  

 

線 引 き 日 を 教 え て ほ し い  ※線引き…市街化区域と市街化調整区域を区分すること 

昭 和 51 年 10 月 12 日 で す 。「 藤 枝 市 の 都 市 計 画 （ 資 料 編 ）」 で 確 認 す る こ と が

で き ま す 。  

 

 

 

 

 

https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/material/files/group/96/yoto02.pdf
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/material/files/group/96/yoto02.pdf
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/toshikensetsu/toshiseisaku/gyomu/3/17988.html
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/toshikensetsu/toshiseisaku/gyomu/3/pamphlet/1479105366078.html
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/material/files/group/96/fujiedashitoshikeikakusiryohen.pdf
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３  地域地区等について  

 

特 別 用 途 地 区 を 確 認 し た い  

「 都 市 計 画 図 」も し く は「 藤 枝 市 GIS（ 都 市 計 画 情 報 ）」で 確 認 す る こ と が で き

ま す 。 制 限 内 容 は 「 藤 枝 市 例 規 集 」 で 確 認 す る こ と が で き ま す 。  

 

高 度 地 区 の 種 類 （ 種 別 ） を 教 え て く だ さ い  

藤 枝 市 で は 、第 一 種・第 二 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域（ 第 一 種 住 居 専 用 地 域 の 一 部 ）

に お い て 指 定 し て い ま す 。 旧 藤 枝 市 は 高 度 地 区 、 旧 岡 部 町 は 第 一 種 高 度 地 区 、

第 二 種 高 度 地 区 と い う 種 類 で す 。指 定 区 域 に つ い て は 、「 都 市 計 画 図 」も し く は

「 藤 枝 市 GIS（ 都 市 計 画 情 報 ）」 か ら 確 認 す る こ と が で き ま す  

 

風 致 地 区 の 指 定 は あ り ま す か  

指 定 は あ り ま せ ん  

 

敷 地 面 積 の 最 低 限 度 は あ り ま す か  

都 市 計 画 法 第 ８ 条 第 ３ 項 第 ２ 号 イ で 定 め る 敷 地 面 積 の 最 低 限 度 に つ い て は 、一

種 低 層 住 居 専 用 地 域 で 指 定 し て お り ま す 。指 定 区 域 に つ い て は 、「 都 市 計 画 図 」

か ら 確 認 す る こ と が で き ま す 。  

な お 、 市 街 化 調 整 区 域 、 都 市 計 画 法 第 12 条 の ５ 第 ７ 項 第 ２ 号（ 地 区 計 画 ）、建

築 基 準 法 第 69 条 （ 建 築 協 定 ） で 定 め る 敷 地 面 積 の 最 低 限 度 に つ い て は 、 別 に

ご 確 認 く だ さ い 。  

 

建 築 物 の 高 さ の 限 度 は あ り ま す か  

都 市 計 画 法 第 ８ 条 第 ３ 項 第 ２ 号 ロ で 定 め る 建 築 物 の 高 さ の 限 度 に つ い て は 、一

種 低 層 住 居 専 用 地 域 お よ び 二 種 低 層 住 居 専 用 地 域 で 定 め て お り ま す 。用 途 地 域

の 確 認 は 、「 都 市 計 画 図 」 も し く は 「 藤 枝 市 GIS（ 都 市 計 画 情 報 ）」 か ら 確 認 す

る こ と が で き ま す 。 な お 、 市 街 化 調 整 区 域 、 都 市 計 画 法 第 12 条 の ５ 第 ７ 項 第

２ 号（ 地 区 計 画 ）、建 築 基 準 法 第 69 条（ 建 築 協 定 ）で 定 め る 敷 地 面 積 の 最 低 限

度 に つ い て は 、 別 に ご 確 認 く だ さ い 。  

https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/toshikensetsu/toshiseisaku/gyomu/3/pamphlet/1479105366078.html
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/toshikensetsu/toshiseisaku/gyomu/3/17988.html
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/static/reiki_int/reiki_menu.html
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/toshikensetsu/toshiseisaku/gyomu/3/pamphlet/1479105366078.html
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/toshikensetsu/toshiseisaku/gyomu/3/17988.html
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/toshikensetsu/toshiseisaku/gyomu/3/pamphlet/1479105366078.html
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/toshikensetsu/toshiseisaku/gyomu/3/pamphlet/1479105366078.html
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/toshikensetsu/toshiseisaku/gyomu/3/17988.html
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４  都市計画道路について  

 

都 市 計 画 道 路 が 完 了 （ 整 備 済 み ） し て い る か 確 認 し た い  

「 都 市 計 画 図 」で 確 認 す る こ と が で き ま す 。グ レ ー 色 で 塗 り つ ぶ さ れ て い る 箇

所 は 完 了 し て い ま す 。 凡 例 を ご 確 認 く だ さ い 。  

※  藤 枝 市 GIS（ 都 市 計 画 情 報 ） で は 確 認 す る こ と は で き ま せ ん 。  

 

都 市 計 画 道 路 の 事 業 予 定 を 教 え て ほ し い  

主 要 な 道 路 整 備 に つ い て は 、 都 市 計 画 道 路 を 含 め て 、「 藤 枝 市 道 路 整 備 プ ロ グ

ラ ム 」に 基 づ き 事 業 を 進 め て い ま す 。整 備 目 標 に つ い て は 、道 路 課（ TEL:054-

643-3169） へ お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。  

 

都 市 計 画 道 路 の 事 業 決 定 が さ れ て い る か 知 り た い  

主 要 な 道 路 整 備 に つ い て は 、 都 市 計 画 道 路 を 含 め て 、「 藤 枝 市 道 路 整 備 プ ロ グ

ラ ム 」に 基 づ き 事 業 を 進 め て い ま す 。事 業 の 実 施 状 況 は 、道 路 課（ TEL:054-643-

3169） へ お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。  

 

都 市 計 画 法 第 53 条 許 可 申 請 は 必 要 で す か  

都 市 計 画 道 路 な ど の 都 市 計 画 施 設 内 に お い て 建 築 物 の 建 築 を し よ う と す る 場

合 は 、許 可 申 請 が 必 要 に な り ま す 。な お 、浄 化 槽 等 の 建 築 設 備 に つ い て も 建 築

物 に 含 ま れ る も の と し て 申 請 が 必 要 に な り ま す 。  

 

都 市 計 画 法 第 53 条 許 可 申 請 に 必 要 な 確 認 書 は 押 印 が 必 要 で す か  

自 署 及 び 押 印 が 必 要 で す  

 

 

 

 

 

 

https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/toshikensetsu/toshiseisaku/gyomu/3/pamphlet/1479105366078.html
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/kibanseibi/doro/keikaku_torikumi/17089.html
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/kibanseibi/doro/keikaku_torikumi/17089.html
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/kibanseibi/doro/keikaku_torikumi/17089.html
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/kibanseibi/doro/keikaku_torikumi/17089.html
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５  市街地開発事業等について  

 

土 地 区 画 整 理 事 業 と は な ん で す か  

土 地 区 画 整 理 事 業 は 、道 路 、公 園 な ど の 公 共 施 設 の 整 備 と 同 時 に 、個 々 の 宅 地

の 条 件 を 考 慮 し な が ら 宅 地 の 再 配 置 を し て 、安 心 で 安 全 な ま ち づ く り を 行 っ て

い く 事 業 で す 。 な お 、 現 在 、 事 業 を 実 施 し て い る 地 区 は あ り ま せ ん 。  

 

土 地 区 画 整 理 事 業 地 内 の 擁 壁 構 造 図 が 欲 し い の で す が  

文 書 の 保 存 期 間 が 経 過 し て い る た め 存 在 し ま せ ん 。  

 

土 地 区 画 整 理 事 業 地 内 の 出 来 形 確 定 図 （ 測 量 図 ） が ほ し い の で す が  

事 業 地 区 に よ っ て は 、写 し を 交 付 す る こ と が 可 能 で す 。区 画 整 理 の 事 業 地 区 名

を ご 確 認 の う え 、都 市 政 策 課 都 市 政 策 係 ま で お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。事 業 地 区

名 に つ い て は 、「 藤 枝 市 GIS（ 都 市 計 画 情 報 ）」 か ら 確 認 す る こ と が で き ま す 。  

 

６  地区計画について  

 

地 区 計 画 が あ る か 確 認 し た い  

「 地 区 計 画 」内 の 地 区 計 画 パ ン フ レ ッ ト で 確 認 す る こ と が で き ま す 。各 地 区 の

地 区 整 備 計 画 （ 制 限 等 ） は リ ン ク 先 ペ ー ジ 下 部 に 掲 載 し て い ま す 。  

 

地 区 整 備 計 画 の 「 か き 又 は さ く の 構 造 の 制 限 」 の 透 視 可 能 な も の と は ど の 程

度 で す か  

「 フ ェ ン ス 金 網 等 で 透 視 可 能 な も の 」の 参 考 基 準 は フ ェ ン ス 金 網 等 の す き 間 が

お お む ね 15％ 以 上 と し て い ま す が 、 届 出 内 容 を 確 認 し 個 別 に 判 断 し ま す 。  

 

 

 

 

 

https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/toshikensetsu/toshiseisaku/gyomu/3/17988.html
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/toshikensetsu/toshiseisaku/gyomu/3/1445914403052.html
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７  藤枝市 GIS について  

 

GIS の 使 い 方 を 教 え て ほ し い  

「 藤 枝 市 GIS（ 都 市 計 画 情 報 ）」内 の「 GIS の 使 い 方 に つ い て 」か ら ご 確 認 く だ

さ い  

 

GIS の 都 市 計 画 道 路 の 隣 に あ る オ レ ン ジ 色 の 線 は な ん で す か  

都 市 計 画 道 路 の 延 長 や 幅 員 を 示 す 注 釈 の 旗 揚 げ 線 で あ り 、都 市 計 画 道 路 の 区 域

で は あ り ま せ ん 。 凡 例 で ご 確 認 く だ さ い 。  

 

対 象 地 の 都 市 計 画 情 報 を 一 覧 表 示 で き な い  

藤 枝 市 の GIS で は 、 一 覧 表 示 の 印 刷 対 応 は し て お り ま せ ん 。  

 

８  都市再生特別措置法（立地適正化計画）について  

 

立 地 適 正 化 計 画 と は な ん で す か  

立 地 適 正 化 計 画 と は 、ま ち 全 体 を 見 渡 し 、住 宅 と 生 活 サ ー ビ ス に 関 連 す る 医 療 、

福 祉 、商 業 な ど の 利 便 施 設 が 身 近 に 立 地 す る よ う 、緩 や か に 誘 導 を 図 り な が ら 、

公 共 交 通 と 連 携 し 、 人 口 減 少 社 会 に 対 応 す る ま ち づ く り を 行 う た め の 計 画 で

す 。 本 市 に お い て も 、 人 口 減 少 が 予 測 さ れ て い ま す 。 そ う し た 中 で も 、 健 康 で

豊 か な 生 活 を 持 続 で き る 新 し い ま ち づ く り を 促 進 さ せ る た め 、「 藤 枝 市 立 地 適

正 化 計 画 」 を 策 定 を し て お り ま す 。  

 

立 地 適 正 化 計 画 の 届 出 は 必 要 で す か  

都 市 再 生 特 別 措 置 法 第 88 条 及 び 108 条 の 規 定 に 基 づ き 、「 居 住 誘 導 区 域 外 」ま

た は「 都 市 機 能 誘 導 区 域 外 」に お い て 一 定 規 模 以 上 の 開 発 行 為 、建 築 等 行 為 を

行 う 場 合 、 こ れ ら の 行 為 に 着 手 す る 日 の 30 日 前 ま で に 、 行 為 の 種 類 や 場 所 に

つ い て 、 市 に 届 け 出 る こ と が 必 要 で す 。 詳 し く は 、 市 Ｈ Ｐ 「 藤 枝 市 立 地 適 正 化

計 画 に 係 る 届 出 制 度 に つ い て 」 か ら ご 確 認 く だ さ い 。  

 

https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/toshikensetsu/toshiseisaku/gyomu/3/17988.html
https://cms4th.smart-lgov.jp/material/local/1085/files/group/96/gismanual.pdf
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/toshikensetsu/toshiseisaku/keikaku_torikumi/1521447734618.html
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/toshikensetsu/toshiseisaku/keikaku_torikumi/1521447734618.html
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/toshi/toshikeikaku/1521423419022.html
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/toshi/toshikeikaku/1521423419022.html
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居 住 誘 導 区 域 と 都 市 機 能 誘 導 区 域 を 教 え て ほ し い  

「 藤 枝 市 立 地 適 正 化 計 画 に 係 る 届 出 制 度 に つ い て 」内 の 区 域 図 で 確 認 す る こ と

が で き ま す 。 区 域 の 詳 細 に つ い て は 、 お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。  

 

１ 筆 の 宅 地 を ３ 宅 地 以 上 に 分 筆（ 分 割 ）も し く は 分 譲 し 、そ の う ち 1 宅 地 に 住

宅 を 建 築 す る 場 合 、 建 築 等 行 為 の 届 出 は 必 要 か  

一 団 の 分 譲 地 で 個 人 が 住 宅 を 建 築 す る こ と が 明 ら か で あ る 場 合 、建 築 主 や 建 築

時 期 が 異 な っ た と し て も 、 ３ 宅 地 以 上 に 分 筆（ 分 割 ）し て 建 築 可 能 な 土 地 と な

る た め 、 一 連 の 建 築 で あ る も の と し て 、 建 築 行 為 等 に 対 す る 届 出 が 必 要 で す 。 

 

９  その他  

 

委 任 状 に 押 印 は 必 要 で す か  

押 印 も し く は 自 署 が 必 要 で す  

 

10  建築基準法関連について  

 

日 影 規 制 は あ り ま す か  

工 業 地 域 、工 業 専 用 地 域 以 外 の 用 途 地 域 で 日 影 規 制 が あ り ま す 。用 途 地 域 と 容

積 率 を ご 確 認 の う え 、 詳 し く は 「 建 築 住 宅 課 HP」 を ご 確 認 く だ さ い 。 用 途 地

域 と 容 積 率 に つ い て は 、「 藤 枝 市 GIS（ 都 市 計 画 情 報 ）」 や 「 都 市 計 画 図 」 か ら

確 認 す る こ と が で き ま す 。  

 

建 築 協 定 は あ り ま す か  

「 静 岡 県 GIS（ 建 築 関 連 情 報 マ ッ プ ）」で 確 認 す る こ と が で き ま す 。建 築 住 宅 課

窓 口 で も 確 認 す る こ と が で き ま す 。  

 

道 路 斜 線 ・ 隣 地 斜 線 ・ 北 側 斜 線 は あ り ま す か  

「 都 市 計 画 パ ン フ レ ッ ト（ 建 築 後 退 線・斜 線 制 限 ）」か ら 確 認 す る こ と が で き ま

す 。  

https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/toshi/toshikeikaku/1521423419022.html
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/toshikensetsu/kenchikujutaku/gyomu/kenchikukankei_reiki/19502.html
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/toshikensetsu/toshiseisaku/gyomu/3/17988.html
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/toshikensetsu/toshiseisaku/gyomu/3/pamphlet/1479105366078.html
https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/kenchiku/taishinka/1052551/1015991.html
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/toshikensetsu/toshiseisaku/gyomu/3/pamphlet/index.html
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中 高 層 建 築 物 の 建 築 に 係 る 紛 争 の 予 防 及 び 調 整 に 関 す る 条 例 は あ り ま す か  

藤 枝 市 で は 条 例 は あ り ま せ ん  

 

11  緑地協定について  

 

緑 地 協 定 が あ る か 確 認 し た い  

清 里 地 区 の 一 部 及 び 光 洋 台 に 緑 地 協 定 が あ り ま す 。  

詳 し く は 花 と 緑 の 課 （ TEL:054-643-3487） へ お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。  

 

12  市街化調整区域の建築について  

 

市 街 化 調 整 区 域 内 で 建 築 は 可 能 で す か 。 ど ん な 建 物 が 建 て ら れ ま す か 。  

「 藤 枝 市 に お け る 都 市 計 画 法 に 基 づ く 開 発 許 可 制 度 の 運 用 基 準 」に 記 載 さ れ た

基 準 を 満 た す も の が 対 象 で す 。詳 し く は 、都 市 政 策 課 の 土 地 対 策 係 ま で お 問 い

合 わ せ く だ さ い 。  

 

市 街 化 調 整 区 域 内 の 建 蔽 率 、 容 積 率 を 教 え て く だ さ い 。  

調 整 区 域 内 の 建 蔽 率 は 60％ 、 容 積 率 は 200％ で す 。  

た だ し 、 適 用 さ れ る 立 地 基 準 に よ っ て 建 蔽 率 が 50％ 、 容 積 率 が 80％ 等 に な る

場 合 が ご ざ い ま す の で 、「 藤 枝 市 に お け る 都 市 計 画 法 に 基 づ く 開 発 許 可 制 度 の

運 用 基 準 」 を ご 確 認 く だ さ い 。  

 

市 街 化 調 整 区 域 内 で 高 さ 制 限 は あ り ま す か 。  

調 整 区 域 内 の 高 さ 制 限 は あ り ま せ ん 。  

た だ し 、適 用 さ れ る 立 地 基 準 に よ っ て は「 高 さ 10ｍ 以 下 」等 の 制 限 が つ く 場 合

が ご ざ い ま す の で 、「 藤 枝 市 に お け る 都 市 計 画 法 に 基 づ く 開 発 許 可 制 度 の 運 用

基 準 」 を ご 確 認 く だ さ い 。  

ま た 、 斜 線 制 限 に つ い て は 「 都 市 計 画 パ ン フ レ ッ ト （ 建 築 後 退 線 ・ 斜 線 制 限 ）」

の 「 そ の 他 の 場 合 」 に 該 当 し ま す 。  

 

https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/toshikensetsu/toshiseisaku/gyomu/3/1460454775949.html
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/toshikensetsu/toshiseisaku/gyomu/3/1460454775949.html
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/toshikensetsu/toshiseisaku/gyomu/3/1460454775949.html
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/toshikensetsu/toshiseisaku/gyomu/3/1460454775949.html
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/toshikensetsu/toshiseisaku/gyomu/3/1460454775949.html
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/toshikensetsu/toshiseisaku/gyomu/3/pamphlet/index.html
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13  屋外広告物について  

 

屋 外 広 告 物 に つ い て 教 え て く だ さ い  

次 の ４ つ の 要 件 を す べ て 満 た す も の で す 。  

① 常 時 又 は 一 定 の 期 間 継 続 し て 表 示 さ れ る も の  

② 屋 外 で 表 示 さ れ る も の  

③ 公 衆 に 表 示 さ れ る も の  

④ 看 板 、 立 看 板 、 は り 紙 及 び は り 札 並 び に 広 告 塔 、 広 告 板 、 建 物 そ の 他 の 工 作

物 等 に 掲 出 さ れ 、 又 は 表 示 さ れ た も の 並 び に こ れ ら に 類 す る も の  

詳 し く は 「 屋 外 広 告 物 に つ い て 」 か ら 確 認 す る こ と が で き ま す 。  

 

規 制 地 域 の 種 類 を 教 え て ほ し い  

「 静 岡 県 屋 外 広 告 物 規 制 図 (藤 枝 市 )」 で 確 認 す る こ と が で き ま す 。  

 

屋 外 広 告 物 の 申 請 に つ い て 教 え て く だ さ い  

屋 外 広 告 物 の 表 示 ・ 設 置 に は 許 可 申 請 が 必 要 で す 。  

広 告 物 の 種 類 や 規 制 地 域 の 種 類 に よ り 取 扱 い が 異 な り ま す の で ご 注 意 く だ さ

い 。  

申 請 様 式 は 「 申 請 書 類 等 様 式 」 か ら 取 得 可 能 で す 。  

 

14  都市景観について  

 

景 観 計 画 （ 景 観 条 例 ） の 区 域 に つ い て 教 え て く だ さ い  

市 全 域 が 対 象 に な り ま す 。  

 

 

 

 

 

 

https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/toshikensetsu/toshiseisaku/gyomu/2/15456.html
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/material/files/group/96/64318187.pdf
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/toshikensetsu/toshiseisaku/gyomu/2/15457.html
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景 観 法 の 届 出 対 象 行 為 に つ い て 教 え て く だ さ い  

次 の い ず れ か に 該 当 す る も の で す  

① 高 さ  15ｍ 又 は 同 一 敷 地 に お け る 建 築 物 の 延 べ 床 面 積 の 合 計 が 1,000 ㎡ を 超

え る 建 築 物 及 び 工 作 物 の 新 築 、増 築 、改 築 若 し く は 移 転 、又 は 外 観 の ２ 分 の

１ 以 上 を 変 更 す る も の  

② 太 陽 光 発 電 設 備 の 設 置 で 、設 置 後 の 太 陽 電 池 モ ジ ュ ー ル の 合 計 面 積 が  1,000 

㎡ を 超 え る も の  

③ 都 市 計 画 区 域 内 に お け る  1,000 ㎡ 以 上 の 開 発 行 為 及 び 都 市 計 画 区 域 外 に お

け る  10,000 ㎡ 以 上 の 開 発 行 為 な ど  

詳 し く は 「 藤 枝 市 景 観 計 画 」 か ら 確 認 す る こ と が で き ま す  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ】  

藤枝市役所  都市建設部  

〒 426-8722 静岡県藤枝市岡出山 1-11-1  藤枝市役所東館２階  

都市政策課  054-643-3373  ／  建築住宅課  054-643-3481  

道  路  課  054-643-3169  ／  花と緑の課  054-643-3487  

ファックス  054-643-3280  

 

https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/toshikensetsu/toshiseisaku/gyomu/keikan/1487815474022.html

